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介護保険料の算定誤りについて 

 

１ 概要 

  令和８年２月及び３月に発送した令和６年度分の介護保険料の更正通知書について、被保険

者から問合せがあり調査したところ、介護保険システムの設定に誤りがあり、一部被保険者の

方の保険料を過大に算定していたことが判明しました。 

   

２ 原因 

令和８年１月、自治体システムの標準化への移行に伴いシステムの保守管理を委託している

事業者が介護保険システムのプログラムの設定を行いましたが、その過程で保険料算定の基礎

となる所得段階区分のうち、令和６年度分の第１４段階の所得金額の設定を誤ったことによ

り、本来第１４段階となるべき被保険者の一部が第１５段階となったものです。 

   

３ 対象 

令和８年１月及び２月更正保険料（令和６年度分） ２名 59,400円（29,700円２名分） 

 

４ 対象者への対応 

  速やかにお詫びと説明の文書を送付の上、納付済みの保険料の還付処理を行います。 

 

５ 再発防止策 

  システムの改修は既に完了していますが、委託事業者に対しヒューマンエラーが発生した業

務手順の見直し、確認等を求め、再発防止に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 担当課：福祉安心部介護保険課長  小池 

 電 話：（代表）0166-26-1111（内線 5302） 


